
過量販売に関する法の展開
　本格的な高齢社会に突入しているわが国で
は、認知症等により契約をするかどうかの判断
力が十分に備わっていない消費者も増えていま
す。このような消費者についてさまざまな消費
者被害が起きていますが、その中でも、事業者
が消費者の判断力の不十分さにつけ込み、不必
要な物やサービスを大量に買わせる消費者被
害は典型的なもので、「過量販売」と呼ばれてい
ます。
　過量販売に対応する法律として、まず挙げら
れるのは民法です。とりわけ公序良俗違反（90
条）や暴利行為による無効という方法で過量販
売の被害救済を図ることが考えられます＊1。
　もっとも、民法だけで十分に対応できるかと
いうと、必ずしもそうとはいえません。なぜな
ら、①民法の規定は要件の抽象度が高いため、ど
のような過量販売であれば無効になるのかが直
ちには分からないからです。さらに考えると、②
消費者は事業者と比べて弱い立場にあることか
ら、過量販売に巻き込まれた消費者については
民法よりも手厚い保護が必要だ、とも考えられ
ます。
　そこで、過量販売による消費者被害について、
高齢社会の本格化と足並みをそろえるようなか
たちで、消費者を保護する法律（消費者法）によ
る対応が行われてきました。具体的には、2008

年の特定商取引法（特商法）改正により、訪問販
売について過量販売規制が設けられました。ま
た、訪問販売による過量販売がいわゆる個別ク
レジット（個別信用購入あっせん）を使って行わ
れる場合に対応するため、特定商取引法と併せ
て割賦販売法も改正されました。2016年には、
特定商取引法の改正により電話勧誘販売も過量
販売規制の対象になるとともに、消費者契約法
（消契法）の改正により過量契約取消権の規定が
設けられました。近年は、特定商取引法や消費者
契約法の運用にも新たな動きがみられます。
　本稿では、訪問販売・電話勧誘販売と店舗販売
に分けて、主に消費生活相談の場面を念頭に置
きながら、過量販売に関する法律やその運用に
ついて説明します。

訪問販売・電話勧誘販売による
過量販売
　特定商取引法は、特にトラブルが多い７つの
取引類型を取り上げて、特別な規定を設けてい
る法律です。この７つの取引類型のうち、訪問販
売と電話勧誘販売について過量販売規制が設け
られています。具体的には、①過量販売の勧誘を
した事業者に対する行政規制とともに、②過量
販売をされた消費者の解除権を定めています。
１　行政規制
　国（消費者庁・経済産業省の地方経済産業局）
や都道府県は、過量販売の勧誘をした事業者に

対し、業務改善等を指示する行政処分をするこ
とができます（特商法７条１項４号、22条１項
４号）。
　規制の対象となるのは「日常生活において通
常必要とされる」分量や回数、期間を著しく超え
る売買契約や役務提供契約です。（ⅰ）１回の契
約で「日常生活において通常必要とされる」分量
等を著しく超える場合のみならず、（ⅱ）同種の
商品・役務に関する契約が複数回積み重なるこ
とによって「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超えることになる「次々販
売」と呼ばれる場合も規制の対象ですが、（ⅱ）に
ついては事業者が超過を知っていたことも要件
となります。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれも、事業者
に正当な理由はないことが要件とされていま
す。
住宅リフォーム工事に関する通達
　トラブルの状況等に鑑み、消費者庁は、2022
年６月、「訪問販売又は電話勧誘販売における住
宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規
制に関する考え方」＊2を策定し、特定商取引法の
通達に追加しました。
　同一の住宅における、消費者が日常生活にお
いて通常直接使用しない部位（床下、屋根、小屋
裏、基礎、外壁等）について、３つ以上の部位の工
事を行う契約を過量販売としています。これに

は、１回の契約で３つの部位の工事を行う場合
のみならず、勧誘の日の１年前から起算して累
積で３つ以上の工事になる場合、つまり次々と
住宅リフォーム工事が行われる場合も想定され
ています（図１）。
　例えば、①同じ住宅の床下、屋根、外壁の工事
を同時に行う契約を勧誘する場合、②８カ月前
に小屋裏の工事を行い、３カ月前に外壁の工事
を行い、今般、屋根の工事を行う契約を勧誘した
という場合、③８カ月前と３カ月前に屋根の工
事をしたが、今般、また屋根の工事を行う契約の
勧誘をしたという場合であれば過量販売に該当
するものと想定されます。なお、これらの場合で
あっても、自然災害の発生により家全体の補修
が必要となるなど、個別事案において工事が客
観的に必要であるといえるときは正当な理由が
あることも通達において示されています。
　「日常生活において通常必要とされる」分量等
を著しく超えるかどうかの判断は難しいことが
多いのですが、この通達ではリフォーム工事に
ついて簡明な目安が示されています。行政規制
に関する通達ですが、後述する民事ルール（解除
権）にも当てはまる考え方だと思われます。
　ここでは特に、次々とリフォーム工事を行う
場合において、同種性の要件が緩やかに解され
ていることに注目したいと思います。例えば、同

じ住宅であっても床
下と屋根であれば同
種ではないという見
方もあり得るところ
です。しかし、通達で
は「機能的一体性」を
重視し、「形式的に異
なる箇所の工事であ
ったとしても、機能
的一体性を有する範
囲内であれば同一部

位の工事を行ったものと考えられる」という考
え方が示されており、この考え方が床下と屋根
を同種のものとして扱うことにつながっていま
す。過量販売による消費者被害の救済という観
点から極めて妥当な考え方であるといえます
し、後に触れるように、この考え方と同じ発想は
消費者契約法においてもみられるといえます。
２　民事ルール（解除権）
　訪問販売等による過量販売について、特定商
取引法は、行政規制のみならず、消費者が過量販
売の契約を解除できることも定めています（特
商法９条の２、24条の２）。
　要件は、「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超える売買契約や役務提供
契約であることです。過量販売の行政規制と同
様、（ⅰ）１回の契約で著しく超えることになる
場合のみならず、（ⅱ）次々販売による場合も対
象となりますが、（ⅱ）については事業者が超過
を知りながら契約をしたことも要件とされてい
ます。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれについても消費者
に「当該契約の締結を必要とする特別の事情が
あったとき」は契約を解除することができない
こととされています。
　解除権の行使期間は契約締結時から１年以内
です。
業界（訪販協）のルール
　訪問販売を行う事業者の業界団体として公益
社団法人日本訪問販売協会（訪販協）があり、独
自のルール（自主規制）を定めています＊3。
　まず、「『通常、過量には当たらないと考えられ
る分量の目安』について」という協会としての考
え方が示されています。例えば、化粧品について
は「原則、一人が使用する分量として１年間に
10個」が目安とされており、目安を超える量の
販売を行う場合は契約の締結を必要とする特別
の事情を適切な方法により確認等を行うことが
望ましいとされています。
　また、訪販協の正会員である事業者と契約を

した消費者が、契約を解除したにもかかわらず、
正当な理由なく代金等が返還されない場合に
は、訪販協が一定の金銭を給付するという制度
も特定商取引法に基づき設けられています（訪
問販売消費者救済基金。特商法29条の2参照）。
この制度は過量販売による解除権も対象となり
ます。
　このように訪販協は独自のルールを定めてお
り、訪問販売による過量販売について契約の解
除を検討するに当たっては、事業者が訪販協の
会員であるかどうかも重要なポイントになると
思われます。訪販協の会員であるかどうかは協
会のウェブサイトで検索することができます。

店舗における過量販売
　訪問販売や電話勧誘販売により過量販売が行
われた場合については、既に述べたように、特定
商取引法で対応することができます。では、過量
販売が訪問販売や電話勧誘販売によるものでは
ない場合、とりわけ店舗に来訪した消費者に対
して過量販売が行われた場合には、どのように
被害救済が図られるのでしょうか。
　このような場合に特定商取引法では対応がで
きないところ、消費者法の中には、消費者契約全
般に関する民事ルールとして消費者契約法があ
り、消費者による契約の意思表示の取消しなど
を定めています。そこで、店舗における過量販売
には消費者契約法で対応することとし、2016
年の改正で過量契約取消権が定められました
（消契法４条４項）。
民事ルール（取消権）
　過量契約取消権の要件は、大きく３つに分か
れています。
　第一に、契約内容に関する要件で、契約の目的
となるものの分量等が、契約の当事者である「当
該消費者にとっての通常の分量等」を著しく超
えることが要件とされています（契約内容の過
量性）。そして、「当該消費者にとっての通常の分

量等」とは、①契約の目的となるものの内容、②
契約の目的となるものの取引条件、③勧誘時に
おける消費者の生活の状況、④③についての当
該消費者の認識という４つの要素を総合的に考
慮し、契約の目的となるものの分量等として通
常想定される分量等であるとされています。
　この要件（契約内容の過量性）については、
（ⅰ）１回の契約で通常の分量等を著しく超える
ことになる場合のみならず、（ⅱ）次々販売の場
合、つまり、消費者が既に同種契約を締結してい
たときに、同種契約の目的となるものの分量等
も合算することによって通常の分量等を著しく
超えることになる場合も要件に該当することが
定められています（図２参照）。
　第二に、事業者の認識に関する要件として、事
業者が勧誘の際に契約内容の過量性を知ってい
たことが要件とされています。第三に、勧誘によ
り消費者が契約の意思表示をしたことも要件と
なっています。これらの要件は、特定商取引法に
おける過量販売の解除権にはないものです。そ
の背後には、消費者契約法は、事業者の不当な勧
誘により消費者の意思表示がゆがめられたとき
に意思表示の取消しを認めていることがある、
と考えられます。
　なお、取消権の行使期間は、追認をすることが
できる時から１年以内で、かつ契約締結時から

５年以内です＊4。
「同種」の解釈の見直し
　次々販売による過量契約において契約の目的
となるものが「同種」であるか別の種類であるか
は、過量性の判断対象となる分量等に合算され
るべきかどうかという観点から社会通念に照ら
して判断されます。
　具体的には、①その目的となるものの種類、性
質、用途等に照らして、別の種類のものとして並
行して給付を受けることが通常行われているか
どうかという点のみならず、②当該消費者が置
かれた状況に照らして合理的に考えたときに別
の種類のものと見ることが適当かどうかについ
ても判断されるものと考えられます。
　消費者庁による消費者契約法の逐条解説で
は、当初、①のみが示されていました。しかし、①
を形式的に考えるならば、ブレスレットとネッ
クレスは別の種類であるという考え方も成り立
ちそうであり、そうだとすると、次々販売として
合算されないことになります。これでは被害救
済に支障が生じかねません。そこで、「消費者契
約法に関する検討会」における検討を経て消費
者契約法における「同種」の解釈を見直すことと
なり、2023年２月、消費者庁の逐条解説が前記
のように①と②を記載するかたちに変更されま
した。先に紹介した特定商取引法の通達と同じ

発想に立つものと考えら
れます。
取消しを認めた裁判例
　過量契約取消権による
取消しを認めた裁判例と
して、東京地方裁判所が
2020年６月30日にした
判決を紹介します＊5。次
のような事案でした。

　1942年生まれの女性であるXは、Yが営
業するサロンを度々訪れ、店長から勧誘を
受けて、ネックレス、ペンダント、イヤリン
グ、指輪などの宝飾品を購入するようにな
った。ＸがＹから宝飾品を購入したのは
2014年５月から2018年２月までの合計
32回で、支払額の合計は約4800万円だっ
た（なお、判決文からは、Ｘは退職金等によ
り自由に処分できる資産を有していたこと
がうかがわれる）。
　Ｘは2016年11月にアルツハイマー型認
知症との診断を受けていたところ、その後、
Ｘについて保佐開始の審判が行われ、
2018年９月に確定した。

　Ｘは、訴訟において、一連の契約は公序良俗違
反により無効であるか不法行為に当たると主張
しましたが、判決においてこの主張は認められ
ませんでした。しかし、裁判所は、消費者契約法
の過量契約取消権の規定が施行された2017年
６月以降に成立した契約については、過量契約
取消権による取消しを認め、Ｙに対し代金の返
還を命じました。判決文の中で、裁判所は、「本件
取引の対象物が装身具として同一の性質を有す
ることは明らか」であると指摘し、同種契約とし
て契約の目的物の分量が合算されることになる
から、通常の分量等を著しく超えることになる、
と判断しています。
　ここでは、裁判所が、民法では救済されないも
のの、消費者契約法の過量契約取消権により救
済されるという判断をしたことに注目したいと
思います。冒頭で、消費者は事業者と比べると弱
い立場にあることから、過量販売に巻き込まれ
た消費者については民法よりも手厚い保護が必
要だ、という考え方を紹介しましたが、この考え
方が表れた判決であるともいえます。

過量販売の予防と救済
　過量販売の消費者被害については、消費者法
においてさまざまな対応が行われてきました。
　それでも、とりわけ高齢者が過量販売の被害
にあうことは、今でも少なくありません。例え
ば、今年（2024年）の５月、東京都知事は、東京
都消費者被害救済委員会に対し、「高齢者が次々
に締結した住宅関連リフォーム工事等の契約に
係る紛争」の解決を付託しました。その背景事情
として、東京都は、都内の消費生活センタ―に同
種のトラブルの相談が多く寄せられていること
を指摘しています＊6。
　過量販売の被害にあってしまったときに、確
実にかつ迅速に救済が図られるよう消費者法を
充実させていくことは、これからも重要な課題
です。しかし、最も望ましいのは、高齢により判
断力が低下したとしても過量販売の被害にあわ
ないようにすることです。過量販売の事前防止
（予防）も消費者法における重要な課題です。
　2014年に消費者安全法（安全法）が改正さ
れ、見守りネットワークが「消費者安全確保地域
協議会」（以下、協議会）として法制化されまし
た。消費者の中でも「消費生活上特に配慮を要す
る消費者」については、協議会の構成員が適当な
接触を保ち、その状況を見守ることが協議会の
事務として定められています（安全法11条の
４）。見守りの対象となっている消費者につい
て、怪しい事業者が自宅に出入りしているとか、
次々販売をされている疑いがあるといった異変
を周囲にいる者が察知したら、すぐに消費生活
センター等につなぐことが、過量販売の予防に
つながります。消費者庁のウェブサイトによる
と2024年７月末の時点で509の自治体に協議
会が設置されており、その活動がますます活発
になることが期待されます。「過量販売に関する
さまざまな法律」の１つに消費者安全法も加え
たいと思います。

過量販売に関するさまざまな法律
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＊1　なお、判断力の不足に直接対応するものとして、民法には成年後見制度が定められている。例えば、家庭裁判所による後見開始の審判が行
われているのであれば、本人（成年被後見人）が過量販売の契約をしてしまっても、本人または成年後見人は契約を取り消すことができる
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同一住宅において
床下・屋根・小屋裏・
基礎・外壁の工事を
1年間に累積3以上
実施する場合

※消費者庁ウェブサイト「【事業者向けチラシ】住宅リフォーム事業者の皆様へ」を基に筆者作成

図1  住宅リフォーム工事の過量販売

過量販売に関する法の展開
　本格的な高齢社会に突入しているわが国で
は、認知症等により契約をするかどうかの判断
力が十分に備わっていない消費者も増えていま
す。このような消費者についてさまざまな消費
者被害が起きていますが、その中でも、事業者
が消費者の判断力の不十分さにつけ込み、不必
要な物やサービスを大量に買わせる消費者被
害は典型的なもので、「過量販売」と呼ばれてい
ます。
　過量販売に対応する法律として、まず挙げら
れるのは民法です。とりわけ公序良俗違反（90
条）や暴利行為による無効という方法で過量販
売の被害救済を図ることが考えられます＊1。
　もっとも、民法だけで十分に対応できるかと
いうと、必ずしもそうとはいえません。なぜな
ら、①民法の規定は要件の抽象度が高いため、ど
のような過量販売であれば無効になるのかが直
ちには分からないからです。さらに考えると、②
消費者は事業者と比べて弱い立場にあることか
ら、過量販売に巻き込まれた消費者については
民法よりも手厚い保護が必要だ、とも考えられ
ます。
　そこで、過量販売による消費者被害について、
高齢社会の本格化と足並みをそろえるようなか
たちで、消費者を保護する法律（消費者法）によ
る対応が行われてきました。具体的には、2008

年の特定商取引法（特商法）改正により、訪問販
売について過量販売規制が設けられました。ま
た、訪問販売による過量販売がいわゆる個別ク
レジット（個別信用購入あっせん）を使って行わ
れる場合に対応するため、特定商取引法と併せ
て割賦販売法も改正されました。2016年には、
特定商取引法の改正により電話勧誘販売も過量
販売規制の対象になるとともに、消費者契約法
（消契法）の改正により過量契約取消権の規定が
設けられました。近年は、特定商取引法や消費者
契約法の運用にも新たな動きがみられます。
　本稿では、訪問販売・電話勧誘販売と店舗販売
に分けて、主に消費生活相談の場面を念頭に置
きながら、過量販売に関する法律やその運用に
ついて説明します。

訪問販売・電話勧誘販売による
過量販売
　特定商取引法は、特にトラブルが多い７つの
取引類型を取り上げて、特別な規定を設けてい
る法律です。この７つの取引類型のうち、訪問販
売と電話勧誘販売について過量販売規制が設け
られています。具体的には、①過量販売の勧誘を
した事業者に対する行政規制とともに、②過量
販売をされた消費者の解除権を定めています。
１　行政規制
　国（消費者庁・経済産業省の地方経済産業局）
や都道府県は、過量販売の勧誘をした事業者に

対し、業務改善等を指示する行政処分をするこ
とができます（特商法７条１項４号、22条１項
４号）。
　規制の対象となるのは「日常生活において通
常必要とされる」分量や回数、期間を著しく超え
る売買契約や役務提供契約です。（ⅰ）１回の契
約で「日常生活において通常必要とされる」分量
等を著しく超える場合のみならず、（ⅱ）同種の
商品・役務に関する契約が複数回積み重なるこ
とによって「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超えることになる「次々販
売」と呼ばれる場合も規制の対象ですが、（ⅱ）に
ついては事業者が超過を知っていたことも要件
となります。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれも、事業者
に正当な理由はないことが要件とされていま
す。
住宅リフォーム工事に関する通達
　トラブルの状況等に鑑み、消費者庁は、2022
年６月、「訪問販売又は電話勧誘販売における住
宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規
制に関する考え方」＊2を策定し、特定商取引法の
通達に追加しました。
　同一の住宅における、消費者が日常生活にお
いて通常直接使用しない部位（床下、屋根、小屋
裏、基礎、外壁等）について、３つ以上の部位の工
事を行う契約を過量販売としています。これに

は、１回の契約で３つの部位の工事を行う場合
のみならず、勧誘の日の１年前から起算して累
積で３つ以上の工事になる場合、つまり次々と
住宅リフォーム工事が行われる場合も想定され
ています（図１）。
　例えば、①同じ住宅の床下、屋根、外壁の工事
を同時に行う契約を勧誘する場合、②８カ月前
に小屋裏の工事を行い、３カ月前に外壁の工事
を行い、今般、屋根の工事を行う契約を勧誘した
という場合、③８カ月前と３カ月前に屋根の工
事をしたが、今般、また屋根の工事を行う契約の
勧誘をしたという場合であれば過量販売に該当
するものと想定されます。なお、これらの場合で
あっても、自然災害の発生により家全体の補修
が必要となるなど、個別事案において工事が客
観的に必要であるといえるときは正当な理由が
あることも通達において示されています。
　「日常生活において通常必要とされる」分量等
を著しく超えるかどうかの判断は難しいことが
多いのですが、この通達ではリフォーム工事に
ついて簡明な目安が示されています。行政規制
に関する通達ですが、後述する民事ルール（解除
権）にも当てはまる考え方だと思われます。
　ここでは特に、次々とリフォーム工事を行う
場合において、同種性の要件が緩やかに解され
ていることに注目したいと思います。例えば、同

じ住宅であっても床
下と屋根であれば同
種ではないという見
方もあり得るところ
です。しかし、通達で
は「機能的一体性」を
重視し、「形式的に異
なる箇所の工事であ
ったとしても、機能
的一体性を有する範
囲内であれば同一部

位の工事を行ったものと考えられる」という考
え方が示されており、この考え方が床下と屋根
を同種のものとして扱うことにつながっていま
す。過量販売による消費者被害の救済という観
点から極めて妥当な考え方であるといえます
し、後に触れるように、この考え方と同じ発想は
消費者契約法においてもみられるといえます。
２　民事ルール（解除権）
　訪問販売等による過量販売について、特定商
取引法は、行政規制のみならず、消費者が過量販
売の契約を解除できることも定めています（特
商法９条の２、24条の２）。
　要件は、「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超える売買契約や役務提供
契約であることです。過量販売の行政規制と同
様、（ⅰ）１回の契約で著しく超えることになる
場合のみならず、（ⅱ）次々販売による場合も対
象となりますが、（ⅱ）については事業者が超過
を知りながら契約をしたことも要件とされてい
ます。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれについても消費者
に「当該契約の締結を必要とする特別の事情が
あったとき」は契約を解除することができない
こととされています。
　解除権の行使期間は契約締結時から１年以内
です。
業界（訪販協）のルール
　訪問販売を行う事業者の業界団体として公益
社団法人日本訪問販売協会（訪販協）があり、独
自のルール（自主規制）を定めています＊3。
　まず、「『通常、過量には当たらないと考えられ
る分量の目安』について」という協会としての考
え方が示されています。例えば、化粧品について
は「原則、一人が使用する分量として１年間に
10個」が目安とされており、目安を超える量の
販売を行う場合は契約の締結を必要とする特別
の事情を適切な方法により確認等を行うことが
望ましいとされています。
　また、訪販協の正会員である事業者と契約を

した消費者が、契約を解除したにもかかわらず、
正当な理由なく代金等が返還されない場合に
は、訪販協が一定の金銭を給付するという制度
も特定商取引法に基づき設けられています（訪
問販売消費者救済基金。特商法29条の2参照）。
この制度は過量販売による解除権も対象となり
ます。
　このように訪販協は独自のルールを定めてお
り、訪問販売による過量販売について契約の解
除を検討するに当たっては、事業者が訪販協の
会員であるかどうかも重要なポイントになると
思われます。訪販協の会員であるかどうかは協
会のウェブサイトで検索することができます。

店舗における過量販売
　訪問販売や電話勧誘販売により過量販売が行
われた場合については、既に述べたように、特定
商取引法で対応することができます。では、過量
販売が訪問販売や電話勧誘販売によるものでは
ない場合、とりわけ店舗に来訪した消費者に対
して過量販売が行われた場合には、どのように
被害救済が図られるのでしょうか。
　このような場合に特定商取引法では対応がで
きないところ、消費者法の中には、消費者契約全
般に関する民事ルールとして消費者契約法があ
り、消費者による契約の意思表示の取消しなど
を定めています。そこで、店舗における過量販売
には消費者契約法で対応することとし、2016
年の改正で過量契約取消権が定められました
（消契法４条４項）。
民事ルール（取消権）
　過量契約取消権の要件は、大きく３つに分か
れています。
　第一に、契約内容に関する要件で、契約の目的
となるものの分量等が、契約の当事者である「当
該消費者にとっての通常の分量等」を著しく超
えることが要件とされています（契約内容の過
量性）。そして、「当該消費者にとっての通常の分

量等」とは、①契約の目的となるものの内容、②
契約の目的となるものの取引条件、③勧誘時に
おける消費者の生活の状況、④③についての当
該消費者の認識という４つの要素を総合的に考
慮し、契約の目的となるものの分量等として通
常想定される分量等であるとされています。
　この要件（契約内容の過量性）については、
（ⅰ）１回の契約で通常の分量等を著しく超える
ことになる場合のみならず、（ⅱ）次々販売の場
合、つまり、消費者が既に同種契約を締結してい
たときに、同種契約の目的となるものの分量等
も合算することによって通常の分量等を著しく
超えることになる場合も要件に該当することが
定められています（図２参照）。
　第二に、事業者の認識に関する要件として、事
業者が勧誘の際に契約内容の過量性を知ってい
たことが要件とされています。第三に、勧誘によ
り消費者が契約の意思表示をしたことも要件と
なっています。これらの要件は、特定商取引法に
おける過量販売の解除権にはないものです。そ
の背後には、消費者契約法は、事業者の不当な勧
誘により消費者の意思表示がゆがめられたとき
に意思表示の取消しを認めていることがある、
と考えられます。
　なお、取消権の行使期間は、追認をすることが
できる時から１年以内で、かつ契約締結時から

５年以内です＊4。
「同種」の解釈の見直し
　次々販売による過量契約において契約の目的
となるものが「同種」であるか別の種類であるか
は、過量性の判断対象となる分量等に合算され
るべきかどうかという観点から社会通念に照ら
して判断されます。
　具体的には、①その目的となるものの種類、性
質、用途等に照らして、別の種類のものとして並
行して給付を受けることが通常行われているか
どうかという点のみならず、②当該消費者が置
かれた状況に照らして合理的に考えたときに別
の種類のものと見ることが適当かどうかについ
ても判断されるものと考えられます。
　消費者庁による消費者契約法の逐条解説で
は、当初、①のみが示されていました。しかし、①
を形式的に考えるならば、ブレスレットとネッ
クレスは別の種類であるという考え方も成り立
ちそうであり、そうだとすると、次々販売として
合算されないことになります。これでは被害救
済に支障が生じかねません。そこで、「消費者契
約法に関する検討会」における検討を経て消費
者契約法における「同種」の解釈を見直すことと
なり、2023年２月、消費者庁の逐条解説が前記
のように①と②を記載するかたちに変更されま
した。先に紹介した特定商取引法の通達と同じ

発想に立つものと考えら
れます。
取消しを認めた裁判例
　過量契約取消権による
取消しを認めた裁判例と
して、東京地方裁判所が
2020年６月30日にした
判決を紹介します＊5。次
のような事案でした。

　1942年生まれの女性であるXは、Yが営
業するサロンを度々訪れ、店長から勧誘を
受けて、ネックレス、ペンダント、イヤリン
グ、指輪などの宝飾品を購入するようにな
った。ＸがＹから宝飾品を購入したのは
2014年５月から2018年２月までの合計
32回で、支払額の合計は約4800万円だっ
た（なお、判決文からは、Ｘは退職金等によ
り自由に処分できる資産を有していたこと
がうかがわれる）。
　Ｘは2016年11月にアルツハイマー型認
知症との診断を受けていたところ、その後、
Ｘについて保佐開始の審判が行われ、
2018年９月に確定した。

　Ｘは、訴訟において、一連の契約は公序良俗違
反により無効であるか不法行為に当たると主張
しましたが、判決においてこの主張は認められ
ませんでした。しかし、裁判所は、消費者契約法
の過量契約取消権の規定が施行された2017年
６月以降に成立した契約については、過量契約
取消権による取消しを認め、Ｙに対し代金の返
還を命じました。判決文の中で、裁判所は、「本件
取引の対象物が装身具として同一の性質を有す
ることは明らか」であると指摘し、同種契約とし
て契約の目的物の分量が合算されることになる
から、通常の分量等を著しく超えることになる、
と判断しています。
　ここでは、裁判所が、民法では救済されないも
のの、消費者契約法の過量契約取消権により救
済されるという判断をしたことに注目したいと
思います。冒頭で、消費者は事業者と比べると弱
い立場にあることから、過量販売に巻き込まれ
た消費者については民法よりも手厚い保護が必
要だ、という考え方を紹介しましたが、この考え
方が表れた判決であるともいえます。

過量販売の予防と救済
　過量販売の消費者被害については、消費者法
においてさまざまな対応が行われてきました。
　それでも、とりわけ高齢者が過量販売の被害
にあうことは、今でも少なくありません。例え
ば、今年（2024年）の５月、東京都知事は、東京
都消費者被害救済委員会に対し、「高齢者が次々
に締結した住宅関連リフォーム工事等の契約に
係る紛争」の解決を付託しました。その背景事情
として、東京都は、都内の消費生活センタ―に同
種のトラブルの相談が多く寄せられていること
を指摘しています＊6。
　過量販売の被害にあってしまったときに、確
実にかつ迅速に救済が図られるよう消費者法を
充実させていくことは、これからも重要な課題
です。しかし、最も望ましいのは、高齢により判
断力が低下したとしても過量販売の被害にあわ
ないようにすることです。過量販売の事前防止
（予防）も消費者法における重要な課題です。
　2014年に消費者安全法（安全法）が改正さ
れ、見守りネットワークが「消費者安全確保地域
協議会」（以下、協議会）として法制化されまし
た。消費者の中でも「消費生活上特に配慮を要す
る消費者」については、協議会の構成員が適当な
接触を保ち、その状況を見守ることが協議会の
事務として定められています（安全法11条の
４）。見守りの対象となっている消費者につい
て、怪しい事業者が自宅に出入りしているとか、
次々販売をされている疑いがあるといった異変
を周囲にいる者が察知したら、すぐに消費生活
センター等につなぐことが、過量販売の予防に
つながります。消費者庁のウェブサイトによる
と2024年７月末の時点で509の自治体に協議
会が設置されており、その活動がますます活発
になることが期待されます。「過量販売に関する
さまざまな法律」の１つに消費者安全法も加え
たいと思います。

＊2　消費者庁ウェブサイト「訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対策について(特定商取引法の通達改正・チ
ラシの公表)」https://www.caa.go.jp/notice/entry/029218/
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過量販売に関する法の展開
　本格的な高齢社会に突入しているわが国で
は、認知症等により契約をするかどうかの判断
力が十分に備わっていない消費者も増えていま
す。このような消費者についてさまざまな消費
者被害が起きていますが、その中でも、事業者
が消費者の判断力の不十分さにつけ込み、不必
要な物やサービスを大量に買わせる消費者被
害は典型的なもので、「過量販売」と呼ばれてい
ます。
　過量販売に対応する法律として、まず挙げら
れるのは民法です。とりわけ公序良俗違反（90
条）や暴利行為による無効という方法で過量販
売の被害救済を図ることが考えられます＊1。
　もっとも、民法だけで十分に対応できるかと
いうと、必ずしもそうとはいえません。なぜな
ら、①民法の規定は要件の抽象度が高いため、ど
のような過量販売であれば無効になるのかが直
ちには分からないからです。さらに考えると、②
消費者は事業者と比べて弱い立場にあることか
ら、過量販売に巻き込まれた消費者については
民法よりも手厚い保護が必要だ、とも考えられ
ます。
　そこで、過量販売による消費者被害について、
高齢社会の本格化と足並みをそろえるようなか
たちで、消費者を保護する法律（消費者法）によ
る対応が行われてきました。具体的には、2008

年の特定商取引法（特商法）改正により、訪問販
売について過量販売規制が設けられました。ま
た、訪問販売による過量販売がいわゆる個別ク
レジット（個別信用購入あっせん）を使って行わ
れる場合に対応するため、特定商取引法と併せ
て割賦販売法も改正されました。2016年には、
特定商取引法の改正により電話勧誘販売も過量
販売規制の対象になるとともに、消費者契約法
（消契法）の改正により過量契約取消権の規定が
設けられました。近年は、特定商取引法や消費者
契約法の運用にも新たな動きがみられます。
　本稿では、訪問販売・電話勧誘販売と店舗販売
に分けて、主に消費生活相談の場面を念頭に置
きながら、過量販売に関する法律やその運用に
ついて説明します。

訪問販売・電話勧誘販売による
過量販売
　特定商取引法は、特にトラブルが多い７つの
取引類型を取り上げて、特別な規定を設けてい
る法律です。この７つの取引類型のうち、訪問販
売と電話勧誘販売について過量販売規制が設け
られています。具体的には、①過量販売の勧誘を
した事業者に対する行政規制とともに、②過量
販売をされた消費者の解除権を定めています。
１　行政規制
　国（消費者庁・経済産業省の地方経済産業局）
や都道府県は、過量販売の勧誘をした事業者に

対し、業務改善等を指示する行政処分をするこ
とができます（特商法７条１項４号、22条１項
４号）。
　規制の対象となるのは「日常生活において通
常必要とされる」分量や回数、期間を著しく超え
る売買契約や役務提供契約です。（ⅰ）１回の契
約で「日常生活において通常必要とされる」分量
等を著しく超える場合のみならず、（ⅱ）同種の
商品・役務に関する契約が複数回積み重なるこ
とによって「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超えることになる「次々販
売」と呼ばれる場合も規制の対象ですが、（ⅱ）に
ついては事業者が超過を知っていたことも要件
となります。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれも、事業者
に正当な理由はないことが要件とされていま
す。
住宅リフォーム工事に関する通達
　トラブルの状況等に鑑み、消費者庁は、2022
年６月、「訪問販売又は電話勧誘販売における住
宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規
制に関する考え方」＊2を策定し、特定商取引法の
通達に追加しました。
　同一の住宅における、消費者が日常生活にお
いて通常直接使用しない部位（床下、屋根、小屋
裏、基礎、外壁等）について、３つ以上の部位の工
事を行う契約を過量販売としています。これに

は、１回の契約で３つの部位の工事を行う場合
のみならず、勧誘の日の１年前から起算して累
積で３つ以上の工事になる場合、つまり次々と
住宅リフォーム工事が行われる場合も想定され
ています（図１）。
　例えば、①同じ住宅の床下、屋根、外壁の工事
を同時に行う契約を勧誘する場合、②８カ月前
に小屋裏の工事を行い、３カ月前に外壁の工事
を行い、今般、屋根の工事を行う契約を勧誘した
という場合、③８カ月前と３カ月前に屋根の工
事をしたが、今般、また屋根の工事を行う契約の
勧誘をしたという場合であれば過量販売に該当
するものと想定されます。なお、これらの場合で
あっても、自然災害の発生により家全体の補修
が必要となるなど、個別事案において工事が客
観的に必要であるといえるときは正当な理由が
あることも通達において示されています。
　「日常生活において通常必要とされる」分量等
を著しく超えるかどうかの判断は難しいことが
多いのですが、この通達ではリフォーム工事に
ついて簡明な目安が示されています。行政規制
に関する通達ですが、後述する民事ルール（解除
権）にも当てはまる考え方だと思われます。
　ここでは特に、次々とリフォーム工事を行う
場合において、同種性の要件が緩やかに解され
ていることに注目したいと思います。例えば、同

じ住宅であっても床
下と屋根であれば同
種ではないという見
方もあり得るところ
です。しかし、通達で
は「機能的一体性」を
重視し、「形式的に異
なる箇所の工事であ
ったとしても、機能
的一体性を有する範
囲内であれば同一部

位の工事を行ったものと考えられる」という考
え方が示されており、この考え方が床下と屋根
を同種のものとして扱うことにつながっていま
す。過量販売による消費者被害の救済という観
点から極めて妥当な考え方であるといえます
し、後に触れるように、この考え方と同じ発想は
消費者契約法においてもみられるといえます。
２　民事ルール（解除権）
　訪問販売等による過量販売について、特定商
取引法は、行政規制のみならず、消費者が過量販
売の契約を解除できることも定めています（特
商法９条の２、24条の２）。
　要件は、「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超える売買契約や役務提供
契約であることです。過量販売の行政規制と同
様、（ⅰ）１回の契約で著しく超えることになる
場合のみならず、（ⅱ）次々販売による場合も対
象となりますが、（ⅱ）については事業者が超過
を知りながら契約をしたことも要件とされてい
ます。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれについても消費者
に「当該契約の締結を必要とする特別の事情が
あったとき」は契約を解除することができない
こととされています。
　解除権の行使期間は契約締結時から１年以内
です。
業界（訪販協）のルール
　訪問販売を行う事業者の業界団体として公益
社団法人日本訪問販売協会（訪販協）があり、独
自のルール（自主規制）を定めています＊3。
　まず、「『通常、過量には当たらないと考えられ
る分量の目安』について」という協会としての考
え方が示されています。例えば、化粧品について
は「原則、一人が使用する分量として１年間に
10個」が目安とされており、目安を超える量の
販売を行う場合は契約の締結を必要とする特別
の事情を適切な方法により確認等を行うことが
望ましいとされています。
　また、訪販協の正会員である事業者と契約を

した消費者が、契約を解除したにもかかわらず、
正当な理由なく代金等が返還されない場合に
は、訪販協が一定の金銭を給付するという制度
も特定商取引法に基づき設けられています（訪
問販売消費者救済基金。特商法29条の2参照）。
この制度は過量販売による解除権も対象となり
ます。
　このように訪販協は独自のルールを定めてお
り、訪問販売による過量販売について契約の解
除を検討するに当たっては、事業者が訪販協の
会員であるかどうかも重要なポイントになると
思われます。訪販協の会員であるかどうかは協
会のウェブサイトで検索することができます。

店舗における過量販売
　訪問販売や電話勧誘販売により過量販売が行
われた場合については、既に述べたように、特定
商取引法で対応することができます。では、過量
販売が訪問販売や電話勧誘販売によるものでは
ない場合、とりわけ店舗に来訪した消費者に対
して過量販売が行われた場合には、どのように
被害救済が図られるのでしょうか。
　このような場合に特定商取引法では対応がで
きないところ、消費者法の中には、消費者契約全
般に関する民事ルールとして消費者契約法があ
り、消費者による契約の意思表示の取消しなど
を定めています。そこで、店舗における過量販売
には消費者契約法で対応することとし、2016
年の改正で過量契約取消権が定められました
（消契法４条４項）。
民事ルール（取消権）
　過量契約取消権の要件は、大きく３つに分か
れています。
　第一に、契約内容に関する要件で、契約の目的
となるものの分量等が、契約の当事者である「当
該消費者にとっての通常の分量等」を著しく超
えることが要件とされています（契約内容の過
量性）。そして、「当該消費者にとっての通常の分

量等」とは、①契約の目的となるものの内容、②
契約の目的となるものの取引条件、③勧誘時に
おける消費者の生活の状況、④③についての当
該消費者の認識という４つの要素を総合的に考
慮し、契約の目的となるものの分量等として通
常想定される分量等であるとされています。
　この要件（契約内容の過量性）については、
（ⅰ）１回の契約で通常の分量等を著しく超える
ことになる場合のみならず、（ⅱ）次々販売の場
合、つまり、消費者が既に同種契約を締結してい
たときに、同種契約の目的となるものの分量等
も合算することによって通常の分量等を著しく
超えることになる場合も要件に該当することが
定められています（図２参照）。
　第二に、事業者の認識に関する要件として、事
業者が勧誘の際に契約内容の過量性を知ってい
たことが要件とされています。第三に、勧誘によ
り消費者が契約の意思表示をしたことも要件と
なっています。これらの要件は、特定商取引法に
おける過量販売の解除権にはないものです。そ
の背後には、消費者契約法は、事業者の不当な勧
誘により消費者の意思表示がゆがめられたとき
に意思表示の取消しを認めていることがある、
と考えられます。
　なお、取消権の行使期間は、追認をすることが
できる時から１年以内で、かつ契約締結時から

５年以内です＊4。
「同種」の解釈の見直し
　次々販売による過量契約において契約の目的
となるものが「同種」であるか別の種類であるか
は、過量性の判断対象となる分量等に合算され
るべきかどうかという観点から社会通念に照ら
して判断されます。
　具体的には、①その目的となるものの種類、性
質、用途等に照らして、別の種類のものとして並
行して給付を受けることが通常行われているか
どうかという点のみならず、②当該消費者が置
かれた状況に照らして合理的に考えたときに別
の種類のものと見ることが適当かどうかについ
ても判断されるものと考えられます。
　消費者庁による消費者契約法の逐条解説で
は、当初、①のみが示されていました。しかし、①
を形式的に考えるならば、ブレスレットとネッ
クレスは別の種類であるという考え方も成り立
ちそうであり、そうだとすると、次々販売として
合算されないことになります。これでは被害救
済に支障が生じかねません。そこで、「消費者契
約法に関する検討会」における検討を経て消費
者契約法における「同種」の解釈を見直すことと
なり、2023年２月、消費者庁の逐条解説が前記
のように①と②を記載するかたちに変更されま
した。先に紹介した特定商取引法の通達と同じ

発想に立つものと考えら
れます。
取消しを認めた裁判例
　過量契約取消権による
取消しを認めた裁判例と
して、東京地方裁判所が
2020年６月30日にした
判決を紹介します＊5。次
のような事案でした。

　1942年生まれの女性であるXは、Yが営
業するサロンを度々訪れ、店長から勧誘を
受けて、ネックレス、ペンダント、イヤリン
グ、指輪などの宝飾品を購入するようにな
った。ＸがＹから宝飾品を購入したのは
2014年５月から2018年２月までの合計
32回で、支払額の合計は約4800万円だっ
た（なお、判決文からは、Ｘは退職金等によ
り自由に処分できる資産を有していたこと
がうかがわれる）。
　Ｘは2016年11月にアルツハイマー型認
知症との診断を受けていたところ、その後、
Ｘについて保佐開始の審判が行われ、
2018年９月に確定した。

　Ｘは、訴訟において、一連の契約は公序良俗違
反により無効であるか不法行為に当たると主張
しましたが、判決においてこの主張は認められ
ませんでした。しかし、裁判所は、消費者契約法
の過量契約取消権の規定が施行された2017年
６月以降に成立した契約については、過量契約
取消権による取消しを認め、Ｙに対し代金の返
還を命じました。判決文の中で、裁判所は、「本件
取引の対象物が装身具として同一の性質を有す
ることは明らか」であると指摘し、同種契約とし
て契約の目的物の分量が合算されることになる
から、通常の分量等を著しく超えることになる、
と判断しています。
　ここでは、裁判所が、民法では救済されないも
のの、消費者契約法の過量契約取消権により救
済されるという判断をしたことに注目したいと
思います。冒頭で、消費者は事業者と比べると弱
い立場にあることから、過量販売に巻き込まれ
た消費者については民法よりも手厚い保護が必
要だ、という考え方を紹介しましたが、この考え
方が表れた判決であるともいえます。

過量販売の予防と救済
　過量販売の消費者被害については、消費者法
においてさまざまな対応が行われてきました。
　それでも、とりわけ高齢者が過量販売の被害
にあうことは、今でも少なくありません。例え
ば、今年（2024年）の５月、東京都知事は、東京
都消費者被害救済委員会に対し、「高齢者が次々
に締結した住宅関連リフォーム工事等の契約に
係る紛争」の解決を付託しました。その背景事情
として、東京都は、都内の消費生活センタ―に同
種のトラブルの相談が多く寄せられていること
を指摘しています＊6。
　過量販売の被害にあってしまったときに、確
実にかつ迅速に救済が図られるよう消費者法を
充実させていくことは、これからも重要な課題
です。しかし、最も望ましいのは、高齢により判
断力が低下したとしても過量販売の被害にあわ
ないようにすることです。過量販売の事前防止
（予防）も消費者法における重要な課題です。
　2014年に消費者安全法（安全法）が改正さ
れ、見守りネットワークが「消費者安全確保地域
協議会」（以下、協議会）として法制化されまし
た。消費者の中でも「消費生活上特に配慮を要す
る消費者」については、協議会の構成員が適当な
接触を保ち、その状況を見守ることが協議会の
事務として定められています（安全法11条の
４）。見守りの対象となっている消費者につい
て、怪しい事業者が自宅に出入りしているとか、
次々販売をされている疑いがあるといった異変
を周囲にいる者が察知したら、すぐに消費生活
センター等につなぐことが、過量販売の予防に
つながります。消費者庁のウェブサイトによる
と2024年７月末の時点で509の自治体に協議
会が設置されており、その活動がますます活発
になることが期待されます。「過量販売に関する
さまざまな法律」の１つに消費者安全法も加え
たいと思います。

＊3　公益社団法人日本訪問販売協会ウェブサイトhttps://jdsa.or.jp/
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契約の目的となるものの
分量等

著しく超える

当該消費者にとっての
通常の分量等

（次々販売の場合には同種契約を合算して判断する）
※筆者作成

図2  通常の分量等を著しく超える場合のイメージ

過量販売に関する法の展開
　本格的な高齢社会に突入しているわが国で
は、認知症等により契約をするかどうかの判断
力が十分に備わっていない消費者も増えていま
す。このような消費者についてさまざまな消費
者被害が起きていますが、その中でも、事業者
が消費者の判断力の不十分さにつけ込み、不必
要な物やサービスを大量に買わせる消費者被
害は典型的なもので、「過量販売」と呼ばれてい
ます。
　過量販売に対応する法律として、まず挙げら
れるのは民法です。とりわけ公序良俗違反（90
条）や暴利行為による無効という方法で過量販
売の被害救済を図ることが考えられます＊1。
　もっとも、民法だけで十分に対応できるかと
いうと、必ずしもそうとはいえません。なぜな
ら、①民法の規定は要件の抽象度が高いため、ど
のような過量販売であれば無効になるのかが直
ちには分からないからです。さらに考えると、②
消費者は事業者と比べて弱い立場にあることか
ら、過量販売に巻き込まれた消費者については
民法よりも手厚い保護が必要だ、とも考えられ
ます。
　そこで、過量販売による消費者被害について、
高齢社会の本格化と足並みをそろえるようなか
たちで、消費者を保護する法律（消費者法）によ
る対応が行われてきました。具体的には、2008

年の特定商取引法（特商法）改正により、訪問販
売について過量販売規制が設けられました。ま
た、訪問販売による過量販売がいわゆる個別ク
レジット（個別信用購入あっせん）を使って行わ
れる場合に対応するため、特定商取引法と併せ
て割賦販売法も改正されました。2016年には、
特定商取引法の改正により電話勧誘販売も過量
販売規制の対象になるとともに、消費者契約法
（消契法）の改正により過量契約取消権の規定が
設けられました。近年は、特定商取引法や消費者
契約法の運用にも新たな動きがみられます。
　本稿では、訪問販売・電話勧誘販売と店舗販売
に分けて、主に消費生活相談の場面を念頭に置
きながら、過量販売に関する法律やその運用に
ついて説明します。

訪問販売・電話勧誘販売による
過量販売
　特定商取引法は、特にトラブルが多い７つの
取引類型を取り上げて、特別な規定を設けてい
る法律です。この７つの取引類型のうち、訪問販
売と電話勧誘販売について過量販売規制が設け
られています。具体的には、①過量販売の勧誘を
した事業者に対する行政規制とともに、②過量
販売をされた消費者の解除権を定めています。
１　行政規制
　国（消費者庁・経済産業省の地方経済産業局）
や都道府県は、過量販売の勧誘をした事業者に

対し、業務改善等を指示する行政処分をするこ
とができます（特商法７条１項４号、22条１項
４号）。
　規制の対象となるのは「日常生活において通
常必要とされる」分量や回数、期間を著しく超え
る売買契約や役務提供契約です。（ⅰ）１回の契
約で「日常生活において通常必要とされる」分量
等を著しく超える場合のみならず、（ⅱ）同種の
商品・役務に関する契約が複数回積み重なるこ
とによって「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超えることになる「次々販
売」と呼ばれる場合も規制の対象ですが、（ⅱ）に
ついては事業者が超過を知っていたことも要件
となります。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれも、事業者
に正当な理由はないことが要件とされていま
す。
住宅リフォーム工事に関する通達
　トラブルの状況等に鑑み、消費者庁は、2022
年６月、「訪問販売又は電話勧誘販売における住
宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規
制に関する考え方」＊2を策定し、特定商取引法の
通達に追加しました。
　同一の住宅における、消費者が日常生活にお
いて通常直接使用しない部位（床下、屋根、小屋
裏、基礎、外壁等）について、３つ以上の部位の工
事を行う契約を過量販売としています。これに

は、１回の契約で３つの部位の工事を行う場合
のみならず、勧誘の日の１年前から起算して累
積で３つ以上の工事になる場合、つまり次々と
住宅リフォーム工事が行われる場合も想定され
ています（図１）。
　例えば、①同じ住宅の床下、屋根、外壁の工事
を同時に行う契約を勧誘する場合、②８カ月前
に小屋裏の工事を行い、３カ月前に外壁の工事
を行い、今般、屋根の工事を行う契約を勧誘した
という場合、③８カ月前と３カ月前に屋根の工
事をしたが、今般、また屋根の工事を行う契約の
勧誘をしたという場合であれば過量販売に該当
するものと想定されます。なお、これらの場合で
あっても、自然災害の発生により家全体の補修
が必要となるなど、個別事案において工事が客
観的に必要であるといえるときは正当な理由が
あることも通達において示されています。
　「日常生活において通常必要とされる」分量等
を著しく超えるかどうかの判断は難しいことが
多いのですが、この通達ではリフォーム工事に
ついて簡明な目安が示されています。行政規制
に関する通達ですが、後述する民事ルール（解除
権）にも当てはまる考え方だと思われます。
　ここでは特に、次々とリフォーム工事を行う
場合において、同種性の要件が緩やかに解され
ていることに注目したいと思います。例えば、同

じ住宅であっても床
下と屋根であれば同
種ではないという見
方もあり得るところ
です。しかし、通達で
は「機能的一体性」を
重視し、「形式的に異
なる箇所の工事であ
ったとしても、機能
的一体性を有する範
囲内であれば同一部

位の工事を行ったものと考えられる」という考
え方が示されており、この考え方が床下と屋根
を同種のものとして扱うことにつながっていま
す。過量販売による消費者被害の救済という観
点から極めて妥当な考え方であるといえます
し、後に触れるように、この考え方と同じ発想は
消費者契約法においてもみられるといえます。
２　民事ルール（解除権）
　訪問販売等による過量販売について、特定商
取引法は、行政規制のみならず、消費者が過量販
売の契約を解除できることも定めています（特
商法９条の２、24条の２）。
　要件は、「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超える売買契約や役務提供
契約であることです。過量販売の行政規制と同
様、（ⅰ）１回の契約で著しく超えることになる
場合のみならず、（ⅱ）次々販売による場合も対
象となりますが、（ⅱ）については事業者が超過
を知りながら契約をしたことも要件とされてい
ます。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれについても消費者
に「当該契約の締結を必要とする特別の事情が
あったとき」は契約を解除することができない
こととされています。
　解除権の行使期間は契約締結時から１年以内
です。
業界（訪販協）のルール
　訪問販売を行う事業者の業界団体として公益
社団法人日本訪問販売協会（訪販協）があり、独
自のルール（自主規制）を定めています＊3。
　まず、「『通常、過量には当たらないと考えられ
る分量の目安』について」という協会としての考
え方が示されています。例えば、化粧品について
は「原則、一人が使用する分量として１年間に
10個」が目安とされており、目安を超える量の
販売を行う場合は契約の締結を必要とする特別
の事情を適切な方法により確認等を行うことが
望ましいとされています。
　また、訪販協の正会員である事業者と契約を

した消費者が、契約を解除したにもかかわらず、
正当な理由なく代金等が返還されない場合に
は、訪販協が一定の金銭を給付するという制度
も特定商取引法に基づき設けられています（訪
問販売消費者救済基金。特商法29条の2参照）。
この制度は過量販売による解除権も対象となり
ます。
　このように訪販協は独自のルールを定めてお
り、訪問販売による過量販売について契約の解
除を検討するに当たっては、事業者が訪販協の
会員であるかどうかも重要なポイントになると
思われます。訪販協の会員であるかどうかは協
会のウェブサイトで検索することができます。

店舗における過量販売
　訪問販売や電話勧誘販売により過量販売が行
われた場合については、既に述べたように、特定
商取引法で対応することができます。では、過量
販売が訪問販売や電話勧誘販売によるものでは
ない場合、とりわけ店舗に来訪した消費者に対
して過量販売が行われた場合には、どのように
被害救済が図られるのでしょうか。
　このような場合に特定商取引法では対応がで
きないところ、消費者法の中には、消費者契約全
般に関する民事ルールとして消費者契約法があ
り、消費者による契約の意思表示の取消しなど
を定めています。そこで、店舗における過量販売
には消費者契約法で対応することとし、2016
年の改正で過量契約取消権が定められました
（消契法４条４項）。
民事ルール（取消権）
　過量契約取消権の要件は、大きく３つに分か
れています。
　第一に、契約内容に関する要件で、契約の目的
となるものの分量等が、契約の当事者である「当
該消費者にとっての通常の分量等」を著しく超
えることが要件とされています（契約内容の過
量性）。そして、「当該消費者にとっての通常の分

量等」とは、①契約の目的となるものの内容、②
契約の目的となるものの取引条件、③勧誘時に
おける消費者の生活の状況、④③についての当
該消費者の認識という４つの要素を総合的に考
慮し、契約の目的となるものの分量等として通
常想定される分量等であるとされています。
　この要件（契約内容の過量性）については、
（ⅰ）１回の契約で通常の分量等を著しく超える
ことになる場合のみならず、（ⅱ）次々販売の場
合、つまり、消費者が既に同種契約を締結してい
たときに、同種契約の目的となるものの分量等
も合算することによって通常の分量等を著しく
超えることになる場合も要件に該当することが
定められています（図２参照）。
　第二に、事業者の認識に関する要件として、事
業者が勧誘の際に契約内容の過量性を知ってい
たことが要件とされています。第三に、勧誘によ
り消費者が契約の意思表示をしたことも要件と
なっています。これらの要件は、特定商取引法に
おける過量販売の解除権にはないものです。そ
の背後には、消費者契約法は、事業者の不当な勧
誘により消費者の意思表示がゆがめられたとき
に意思表示の取消しを認めていることがある、
と考えられます。
　なお、取消権の行使期間は、追認をすることが
できる時から１年以内で、かつ契約締結時から

５年以内です＊4。
「同種」の解釈の見直し
　次々販売による過量契約において契約の目的
となるものが「同種」であるか別の種類であるか
は、過量性の判断対象となる分量等に合算され
るべきかどうかという観点から社会通念に照ら
して判断されます。
　具体的には、①その目的となるものの種類、性
質、用途等に照らして、別の種類のものとして並
行して給付を受けることが通常行われているか
どうかという点のみならず、②当該消費者が置
かれた状況に照らして合理的に考えたときに別
の種類のものと見ることが適当かどうかについ
ても判断されるものと考えられます。
　消費者庁による消費者契約法の逐条解説で
は、当初、①のみが示されていました。しかし、①
を形式的に考えるならば、ブレスレットとネッ
クレスは別の種類であるという考え方も成り立
ちそうであり、そうだとすると、次々販売として
合算されないことになります。これでは被害救
済に支障が生じかねません。そこで、「消費者契
約法に関する検討会」における検討を経て消費
者契約法における「同種」の解釈を見直すことと
なり、2023年２月、消費者庁の逐条解説が前記
のように①と②を記載するかたちに変更されま
した。先に紹介した特定商取引法の通達と同じ

発想に立つものと考えら
れます。
取消しを認めた裁判例
　過量契約取消権による
取消しを認めた裁判例と
して、東京地方裁判所が
2020年６月30日にした
判決を紹介します＊5。次
のような事案でした。

　1942年生まれの女性であるXは、Yが営
業するサロンを度々訪れ、店長から勧誘を
受けて、ネックレス、ペンダント、イヤリン
グ、指輪などの宝飾品を購入するようにな
った。ＸがＹから宝飾品を購入したのは
2014年５月から2018年２月までの合計
32回で、支払額の合計は約4800万円だっ
た（なお、判決文からは、Ｘは退職金等によ
り自由に処分できる資産を有していたこと
がうかがわれる）。
　Ｘは2016年11月にアルツハイマー型認
知症との診断を受けていたところ、その後、
Ｘについて保佐開始の審判が行われ、
2018年９月に確定した。

　Ｘは、訴訟において、一連の契約は公序良俗違
反により無効であるか不法行為に当たると主張
しましたが、判決においてこの主張は認められ
ませんでした。しかし、裁判所は、消費者契約法
の過量契約取消権の規定が施行された2017年
６月以降に成立した契約については、過量契約
取消権による取消しを認め、Ｙに対し代金の返
還を命じました。判決文の中で、裁判所は、「本件
取引の対象物が装身具として同一の性質を有す
ることは明らか」であると指摘し、同種契約とし
て契約の目的物の分量が合算されることになる
から、通常の分量等を著しく超えることになる、
と判断しています。
　ここでは、裁判所が、民法では救済されないも
のの、消費者契約法の過量契約取消権により救
済されるという判断をしたことに注目したいと
思います。冒頭で、消費者は事業者と比べると弱
い立場にあることから、過量販売に巻き込まれ
た消費者については民法よりも手厚い保護が必
要だ、という考え方を紹介しましたが、この考え
方が表れた判決であるともいえます。

過量販売の予防と救済
　過量販売の消費者被害については、消費者法
においてさまざまな対応が行われてきました。
　それでも、とりわけ高齢者が過量販売の被害
にあうことは、今でも少なくありません。例え
ば、今年（2024年）の５月、東京都知事は、東京
都消費者被害救済委員会に対し、「高齢者が次々
に締結した住宅関連リフォーム工事等の契約に
係る紛争」の解決を付託しました。その背景事情
として、東京都は、都内の消費生活センタ―に同
種のトラブルの相談が多く寄せられていること
を指摘しています＊6。
　過量販売の被害にあってしまったときに、確
実にかつ迅速に救済が図られるよう消費者法を
充実させていくことは、これからも重要な課題
です。しかし、最も望ましいのは、高齢により判
断力が低下したとしても過量販売の被害にあわ
ないようにすることです。過量販売の事前防止
（予防）も消費者法における重要な課題です。
　2014年に消費者安全法（安全法）が改正さ
れ、見守りネットワークが「消費者安全確保地域
協議会」（以下、協議会）として法制化されまし
た。消費者の中でも「消費生活上特に配慮を要す
る消費者」については、協議会の構成員が適当な
接触を保ち、その状況を見守ることが協議会の
事務として定められています（安全法11条の
４）。見守りの対象となっている消費者につい
て、怪しい事業者が自宅に出入りしているとか、
次々販売をされている疑いがあるといった異変
を周囲にいる者が察知したら、すぐに消費生活
センター等につなぐことが、過量販売の予防に
つながります。消費者庁のウェブサイトによる
と2024年７月末の時点で509の自治体に協議
会が設置されており、その活動がますます活発
になることが期待されます。「過量販売に関する
さまざまな法律」の１つに消費者安全法も加え
たいと思います。

＊4　消費者庁のウェブサイトに掲載されている消費者契約法の逐条解説では、消費者契約法の過量契約取消権と特定商取引法の過量販売解
除権の詳しい比較が行われている
消費者庁ウェブサイト「逐条解説（令和５年９月）」第4条（消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations

＊5　ウェブ版「国民生活」2021年12月号「暮らしの判例」で紹介されているhttps://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202112_14.pdf
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過量販売に関する法の展開
　本格的な高齢社会に突入しているわが国で
は、認知症等により契約をするかどうかの判断
力が十分に備わっていない消費者も増えていま
す。このような消費者についてさまざまな消費
者被害が起きていますが、その中でも、事業者
が消費者の判断力の不十分さにつけ込み、不必
要な物やサービスを大量に買わせる消費者被
害は典型的なもので、「過量販売」と呼ばれてい
ます。
　過量販売に対応する法律として、まず挙げら
れるのは民法です。とりわけ公序良俗違反（90
条）や暴利行為による無効という方法で過量販
売の被害救済を図ることが考えられます＊1。
　もっとも、民法だけで十分に対応できるかと
いうと、必ずしもそうとはいえません。なぜな
ら、①民法の規定は要件の抽象度が高いため、ど
のような過量販売であれば無効になるのかが直
ちには分からないからです。さらに考えると、②
消費者は事業者と比べて弱い立場にあることか
ら、過量販売に巻き込まれた消費者については
民法よりも手厚い保護が必要だ、とも考えられ
ます。
　そこで、過量販売による消費者被害について、
高齢社会の本格化と足並みをそろえるようなか
たちで、消費者を保護する法律（消費者法）によ
る対応が行われてきました。具体的には、2008

年の特定商取引法（特商法）改正により、訪問販
売について過量販売規制が設けられました。ま
た、訪問販売による過量販売がいわゆる個別ク
レジット（個別信用購入あっせん）を使って行わ
れる場合に対応するため、特定商取引法と併せ
て割賦販売法も改正されました。2016年には、
特定商取引法の改正により電話勧誘販売も過量
販売規制の対象になるとともに、消費者契約法
（消契法）の改正により過量契約取消権の規定が
設けられました。近年は、特定商取引法や消費者
契約法の運用にも新たな動きがみられます。
　本稿では、訪問販売・電話勧誘販売と店舗販売
に分けて、主に消費生活相談の場面を念頭に置
きながら、過量販売に関する法律やその運用に
ついて説明します。

訪問販売・電話勧誘販売による
過量販売
　特定商取引法は、特にトラブルが多い７つの
取引類型を取り上げて、特別な規定を設けてい
る法律です。この７つの取引類型のうち、訪問販
売と電話勧誘販売について過量販売規制が設け
られています。具体的には、①過量販売の勧誘を
した事業者に対する行政規制とともに、②過量
販売をされた消費者の解除権を定めています。
１　行政規制
　国（消費者庁・経済産業省の地方経済産業局）
や都道府県は、過量販売の勧誘をした事業者に

対し、業務改善等を指示する行政処分をするこ
とができます（特商法７条１項４号、22条１項
４号）。
　規制の対象となるのは「日常生活において通
常必要とされる」分量や回数、期間を著しく超え
る売買契約や役務提供契約です。（ⅰ）１回の契
約で「日常生活において通常必要とされる」分量
等を著しく超える場合のみならず、（ⅱ）同種の
商品・役務に関する契約が複数回積み重なるこ
とによって「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超えることになる「次々販
売」と呼ばれる場合も規制の対象ですが、（ⅱ）に
ついては事業者が超過を知っていたことも要件
となります。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれも、事業者
に正当な理由はないことが要件とされていま
す。
住宅リフォーム工事に関する通達
　トラブルの状況等に鑑み、消費者庁は、2022
年６月、「訪問販売又は電話勧誘販売における住
宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規
制に関する考え方」＊2を策定し、特定商取引法の
通達に追加しました。
　同一の住宅における、消費者が日常生活にお
いて通常直接使用しない部位（床下、屋根、小屋
裏、基礎、外壁等）について、３つ以上の部位の工
事を行う契約を過量販売としています。これに

は、１回の契約で３つの部位の工事を行う場合
のみならず、勧誘の日の１年前から起算して累
積で３つ以上の工事になる場合、つまり次々と
住宅リフォーム工事が行われる場合も想定され
ています（図１）。
　例えば、①同じ住宅の床下、屋根、外壁の工事
を同時に行う契約を勧誘する場合、②８カ月前
に小屋裏の工事を行い、３カ月前に外壁の工事
を行い、今般、屋根の工事を行う契約を勧誘した
という場合、③８カ月前と３カ月前に屋根の工
事をしたが、今般、また屋根の工事を行う契約の
勧誘をしたという場合であれば過量販売に該当
するものと想定されます。なお、これらの場合で
あっても、自然災害の発生により家全体の補修
が必要となるなど、個別事案において工事が客
観的に必要であるといえるときは正当な理由が
あることも通達において示されています。
　「日常生活において通常必要とされる」分量等
を著しく超えるかどうかの判断は難しいことが
多いのですが、この通達ではリフォーム工事に
ついて簡明な目安が示されています。行政規制
に関する通達ですが、後述する民事ルール（解除
権）にも当てはまる考え方だと思われます。
　ここでは特に、次々とリフォーム工事を行う
場合において、同種性の要件が緩やかに解され
ていることに注目したいと思います。例えば、同

じ住宅であっても床
下と屋根であれば同
種ではないという見
方もあり得るところ
です。しかし、通達で
は「機能的一体性」を
重視し、「形式的に異
なる箇所の工事であ
ったとしても、機能
的一体性を有する範
囲内であれば同一部

位の工事を行ったものと考えられる」という考
え方が示されており、この考え方が床下と屋根
を同種のものとして扱うことにつながっていま
す。過量販売による消費者被害の救済という観
点から極めて妥当な考え方であるといえます
し、後に触れるように、この考え方と同じ発想は
消費者契約法においてもみられるといえます。
２　民事ルール（解除権）
　訪問販売等による過量販売について、特定商
取引法は、行政規制のみならず、消費者が過量販
売の契約を解除できることも定めています（特
商法９条の２、24条の２）。
　要件は、「日常生活において通常必要とされ
る」分量等を著しく超える売買契約や役務提供
契約であることです。過量販売の行政規制と同
様、（ⅰ）１回の契約で著しく超えることになる
場合のみならず、（ⅱ）次々販売による場合も対
象となりますが、（ⅱ）については事業者が超過
を知りながら契約をしたことも要件とされてい
ます。また、（ⅰ）（ⅱ）のいずれについても消費者
に「当該契約の締結を必要とする特別の事情が
あったとき」は契約を解除することができない
こととされています。
　解除権の行使期間は契約締結時から１年以内
です。
業界（訪販協）のルール
　訪問販売を行う事業者の業界団体として公益
社団法人日本訪問販売協会（訪販協）があり、独
自のルール（自主規制）を定めています＊3。
　まず、「『通常、過量には当たらないと考えられ
る分量の目安』について」という協会としての考
え方が示されています。例えば、化粧品について
は「原則、一人が使用する分量として１年間に
10個」が目安とされており、目安を超える量の
販売を行う場合は契約の締結を必要とする特別
の事情を適切な方法により確認等を行うことが
望ましいとされています。
　また、訪販協の正会員である事業者と契約を

した消費者が、契約を解除したにもかかわらず、
正当な理由なく代金等が返還されない場合に
は、訪販協が一定の金銭を給付するという制度
も特定商取引法に基づき設けられています（訪
問販売消費者救済基金。特商法29条の2参照）。
この制度は過量販売による解除権も対象となり
ます。
　このように訪販協は独自のルールを定めてお
り、訪問販売による過量販売について契約の解
除を検討するに当たっては、事業者が訪販協の
会員であるかどうかも重要なポイントになると
思われます。訪販協の会員であるかどうかは協
会のウェブサイトで検索することができます。

店舗における過量販売
　訪問販売や電話勧誘販売により過量販売が行
われた場合については、既に述べたように、特定
商取引法で対応することができます。では、過量
販売が訪問販売や電話勧誘販売によるものでは
ない場合、とりわけ店舗に来訪した消費者に対
して過量販売が行われた場合には、どのように
被害救済が図られるのでしょうか。
　このような場合に特定商取引法では対応がで
きないところ、消費者法の中には、消費者契約全
般に関する民事ルールとして消費者契約法があ
り、消費者による契約の意思表示の取消しなど
を定めています。そこで、店舗における過量販売
には消費者契約法で対応することとし、2016
年の改正で過量契約取消権が定められました
（消契法４条４項）。
民事ルール（取消権）
　過量契約取消権の要件は、大きく３つに分か
れています。
　第一に、契約内容に関する要件で、契約の目的
となるものの分量等が、契約の当事者である「当
該消費者にとっての通常の分量等」を著しく超
えることが要件とされています（契約内容の過
量性）。そして、「当該消費者にとっての通常の分

量等」とは、①契約の目的となるものの内容、②
契約の目的となるものの取引条件、③勧誘時に
おける消費者の生活の状況、④③についての当
該消費者の認識という４つの要素を総合的に考
慮し、契約の目的となるものの分量等として通
常想定される分量等であるとされています。
　この要件（契約内容の過量性）については、
（ⅰ）１回の契約で通常の分量等を著しく超える
ことになる場合のみならず、（ⅱ）次々販売の場
合、つまり、消費者が既に同種契約を締結してい
たときに、同種契約の目的となるものの分量等
も合算することによって通常の分量等を著しく
超えることになる場合も要件に該当することが
定められています（図２参照）。
　第二に、事業者の認識に関する要件として、事
業者が勧誘の際に契約内容の過量性を知ってい
たことが要件とされています。第三に、勧誘によ
り消費者が契約の意思表示をしたことも要件と
なっています。これらの要件は、特定商取引法に
おける過量販売の解除権にはないものです。そ
の背後には、消費者契約法は、事業者の不当な勧
誘により消費者の意思表示がゆがめられたとき
に意思表示の取消しを認めていることがある、
と考えられます。
　なお、取消権の行使期間は、追認をすることが
できる時から１年以内で、かつ契約締結時から

５年以内です＊4。
「同種」の解釈の見直し
　次々販売による過量契約において契約の目的
となるものが「同種」であるか別の種類であるか
は、過量性の判断対象となる分量等に合算され
るべきかどうかという観点から社会通念に照ら
して判断されます。
　具体的には、①その目的となるものの種類、性
質、用途等に照らして、別の種類のものとして並
行して給付を受けることが通常行われているか
どうかという点のみならず、②当該消費者が置
かれた状況に照らして合理的に考えたときに別
の種類のものと見ることが適当かどうかについ
ても判断されるものと考えられます。
　消費者庁による消費者契約法の逐条解説で
は、当初、①のみが示されていました。しかし、①
を形式的に考えるならば、ブレスレットとネッ
クレスは別の種類であるという考え方も成り立
ちそうであり、そうだとすると、次々販売として
合算されないことになります。これでは被害救
済に支障が生じかねません。そこで、「消費者契
約法に関する検討会」における検討を経て消費
者契約法における「同種」の解釈を見直すことと
なり、2023年２月、消費者庁の逐条解説が前記
のように①と②を記載するかたちに変更されま
した。先に紹介した特定商取引法の通達と同じ

発想に立つものと考えら
れます。
取消しを認めた裁判例
　過量契約取消権による
取消しを認めた裁判例と
して、東京地方裁判所が
2020年６月30日にした
判決を紹介します＊5。次
のような事案でした。

　1942年生まれの女性であるXは、Yが営
業するサロンを度々訪れ、店長から勧誘を
受けて、ネックレス、ペンダント、イヤリン
グ、指輪などの宝飾品を購入するようにな
った。ＸがＹから宝飾品を購入したのは
2014年５月から2018年２月までの合計
32回で、支払額の合計は約4800万円だっ
た（なお、判決文からは、Ｘは退職金等によ
り自由に処分できる資産を有していたこと
がうかがわれる）。
　Ｘは2016年11月にアルツハイマー型認
知症との診断を受けていたところ、その後、
Ｘについて保佐開始の審判が行われ、
2018年９月に確定した。

　Ｘは、訴訟において、一連の契約は公序良俗違
反により無効であるか不法行為に当たると主張
しましたが、判決においてこの主張は認められ
ませんでした。しかし、裁判所は、消費者契約法
の過量契約取消権の規定が施行された2017年
６月以降に成立した契約については、過量契約
取消権による取消しを認め、Ｙに対し代金の返
還を命じました。判決文の中で、裁判所は、「本件
取引の対象物が装身具として同一の性質を有す
ることは明らか」であると指摘し、同種契約とし
て契約の目的物の分量が合算されることになる
から、通常の分量等を著しく超えることになる、
と判断しています。
　ここでは、裁判所が、民法では救済されないも
のの、消費者契約法の過量契約取消権により救
済されるという判断をしたことに注目したいと
思います。冒頭で、消費者は事業者と比べると弱
い立場にあることから、過量販売に巻き込まれ
た消費者については民法よりも手厚い保護が必
要だ、という考え方を紹介しましたが、この考え
方が表れた判決であるともいえます。

過量販売の予防と救済
　過量販売の消費者被害については、消費者法
においてさまざまな対応が行われてきました。
　それでも、とりわけ高齢者が過量販売の被害
にあうことは、今でも少なくありません。例え
ば、今年（2024年）の５月、東京都知事は、東京
都消費者被害救済委員会に対し、「高齢者が次々
に締結した住宅関連リフォーム工事等の契約に
係る紛争」の解決を付託しました。その背景事情
として、東京都は、都内の消費生活センタ―に同
種のトラブルの相談が多く寄せられていること
を指摘しています＊6。
　過量販売の被害にあってしまったときに、確
実にかつ迅速に救済が図られるよう消費者法を
充実させていくことは、これからも重要な課題
です。しかし、最も望ましいのは、高齢により判
断力が低下したとしても過量販売の被害にあわ
ないようにすることです。過量販売の事前防止
（予防）も消費者法における重要な課題です。
　2014年に消費者安全法（安全法）が改正さ
れ、見守りネットワークが「消費者安全確保地域
協議会」（以下、協議会）として法制化されまし
た。消費者の中でも「消費生活上特に配慮を要す
る消費者」については、協議会の構成員が適当な
接触を保ち、その状況を見守ることが協議会の
事務として定められています（安全法11条の
４）。見守りの対象となっている消費者につい
て、怪しい事業者が自宅に出入りしているとか、
次々販売をされている疑いがあるといった異変
を周囲にいる者が察知したら、すぐに消費生活
センター等につなぐことが、過量販売の予防に
つながります。消費者庁のウェブサイトによる
と2024年７月末の時点で509の自治体に協議
会が設置されており、その活動がますます活発
になることが期待されます。「過量販売に関する
さまざまな法律」の１つに消費者安全法も加え
たいと思います。

＊6　東京都ウェブサイト 報道発表資料（2024年5月30日） https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/05/30/20.html
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